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はじめに                                                      

・ 令和元年は、台風が第 15 号、19 号、21 号と矢継ぎ早に日本列島に接近・上陸し、

全国に甚大な被害をもたらした。 

・ 特に台風第 19号（令和元年東日本台風）では、全国で１都 12県 309市区町村に大

雨特別警報が発表され、国及び県管理河川において約 140箇所が決壊するなど、同時

多発的かつ広範囲に甚大な被害が発生した。 

・ 東京都においても、25自治体を対象に、初めて特別警報が発表され、河川の氾濫等

に伴う床上・床下浸水が約 800棟以上発生したほか、道路崩壊に伴う孤立集落や断水

の発生など、都内各地で地域特有の被害が発生した。 

・ 避難に関する対応としては、都内では 50 自治体において、避難準備・高齢者等避

難開始、避難勧告、避難指示（緊急）等の避難情報が発令され、最大で 18 万人程度

が避難するなど、これまでの風水害と比べて多くの住民が避難したが、依然として避

難していない住民は多かった。また、一部の避難場所では避難者が集中し、受入れが

困難となる事態も発生した。 

・ 区市町村を対象に実施したアンケート調査では、初めて避難情報を発令した自治体

が約 3割におよんだ。また、避難情報の発令のタイミングを図ることが大変だったと

回答した自治体が約 6割以上に及ぶなど、避難情報の発令等に関する課題が改めて浮

き彫りになった。 

・ こうした、広範囲に影響が及ぶような大規模風水害時においては、東京都と区市町

村が連携を図りながら、総力を挙げて対応することが求められる。 

・ 本ガイドラインは、大規模風水害の発生時においても、東京都及び各区市町村が連

携を図りながら、適切かつ迅速に対応できるよう、東京の特徴を分析した上で、避難

情報の発令や避難先の確保など、命を守る観点から特に重要となる避難対策について、

とるべき対応の基本的な考え方をとりまとめたものである。 

 

 

 

 

 

 

  

本ガイドラインの趣旨 

 大規模風水害発生時において、避難情報の発令や避難先の確保など、命を守る観点から

特に重要となる避難対策について、東京の特徴を分析した上で、とるべき対応の基本的な考

え方をとりまとめたもの 
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１．令和元年台風第 15 号・19 号等の災害の状況および都内の対応                                                      

1-1．気象の状況                                                

・ 令和元年は、一年を通して気温の高い状態が続いた。また、夏から秋にかけて各地

で記録的な大雨となり、特に、台風第 15号、第 19号の接近・通過に伴い、北・東日

本で記録的な暴風、大雨となった。 

 

（1）令和元年台風第 15 号 

（概況） 

9 月 5 日に南鳥島近海で発生した台風

第 15 号は、小笠原近海を北西に進み、8

日には向きを北よりに変え伊豆諸島北部

を北北東に進んだ。9 日 3 時前に非常に

強い勢力で三浦半島付近を通過、9日 5時

前に強い勢力で千葉市付近に上陸後、関

東地方を北東に進んだ。 

この台風により、東京都内の 56区市町

村において大雨警報または暴風警報が発

表された。 

 

（雨の状況） 

東京都の降雨状況は、9 月 7 日 0 時から 9 日 24 時までの総降水量（解析雨量（72

時間積算））では、伊豆諸島で 300 ㎜を超えた所があり、アメダスでは大島で 314.0

㎜を観測した。1時間降水量（解析雨量）では、大島町付近で約 90㎜の猛烈な雨や、

江戸川臨海で 72.0 ㎜の非常に激しい雨を観測した。 

他県では 7 日 0 時から 9 日 24 時までの総降水量では、静岡県天城山で 450.5 ㎜、

静岡県湯ケ島で 308.5㎜を観測した。また、1時間降水量では、静岡県天城山で 109.0

㎜の猛烈な雨を観測した。 

 

（風の状況） 

台風の接近・通過に伴い、伊豆諸島や関東地方南部を中心に猛烈な風となった。東

京都では、東京都神津島で最大風速 43.4ｍ、最大瞬間風速 58.1ｍを観測するなど、

多くの地点で観測史上１位の最大風速や最大瞬間風速を観測する記録的な暴風とな

った。この結果、都内で観測史上１位を更新した地点は、最大風速で４地点（20地点

中）、最大瞬間風速で４地点（20地点中）となった。 

他県でも千葉県千葉で最大風速 35.9ｍ、最大瞬間風速 57.5ｍを観測するなど猛烈

な風となった。 

 

 

（東京管区気象台「令和元年 台風第 15 号に関する気象速報」
（令和元年 9 月 13 日）から引用） 
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（参考：気象官署とアメダスの極値更新状況） 

  

（東京管区気象台「令和元年 台風第 15 号に関する東京都気象速報」（令和元年 9 月 17 日）から引用） 
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（2）令和元年台風第 19 号 

（概況） 

10 月 6 日に南鳥島近海で発生した台風

第 19号は、マリアナ諸島を西に進み、一

時大型で猛烈な台風に発達した後、次第

に進路を北に変え、日本の南を北上し、12 

日 19時前に大型で強い勢力で伊豆半島に

上陸した。その後、関東地方を通過し、13 

日 12 時に日本の東で温帯低気圧に変わ

った。 

 

（雨の状況） 

10日から 13日までの総降水量が、神奈

川県箱根で 1000㎜に達し、東日本を中心

に 17 地点で 500 ㎜を超えた。特に静岡県

や新潟県、関東甲信地方、東北地方の多くの地点で 3、6、12、24 時間降水量の観測

史上 1位の値を更新するなど記録的な大雨となった。この大雨について、10月 12日

15時 30分から順次、静岡県、神奈川県、東京都、埼玉県、群馬県、山梨県、長野県、

茨城県、栃木県、新潟県、福島県、宮城県、岩手県の 1 都 12 県に大雨特別警報が発

表された（13日 8時 40分までにすべて解除）。東京都では、全区市町村において大雨

警報が発表され、25区市町村において大雨特別警報が発表された。 

この台風により、都内のアメダス観測所中最多の降水量となった小沢観測所（西多

摩郡檜原村）では合計 627.0mm を記録し、ほぼ都内全域で 100 ㎜以上の雨が降った。

東京都で観測史上１位を更新した地点は、12時間降水量で３地点（22地点中）、24時

間降水量で５地点（22地点中）、48時間降水量で４地点（22地点中）、72時間降水量

で４地点（22地点中）となった。 

10日 9時 01分に小笠原諸島で発表された後、伊豆諸島や区部・多摩地域に順次警

報が発表されていき、すべての警報が解除されたのは 14日 2時 35分であった。 

 

（風の状況） 

風については、東京都江戸川臨海で最大瞬間風速 43.8ｍとなり観測史上 1 位を更

新したほか、関東地方の 7か所で最大瞬間風速 40ｍを超えた。また、台風の接近に伴

って大気の状態が非常に不安定となり、千葉県市原市では竜巻と推定される突風が発

生した。 

東京都で観測史上１位を更新した地点は、最大風速で２地点（17地点中）、最大瞬

間風速で３地点（17地点中）、過去の最高潮位を超える値を観測した地点は１地点（17

地点中）となった。 

 

 

（東京管区気象台「令和元年 台風第 19 号に関する東京都気
象速報」（令和元年 10 月 16 日）から引用） 
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（参考：気象官署とアメダスの極値更新状況） 

  

（東京管区気象台「令和元年 台風第 19 号に関する東京都気象速報」（令和元年 10 月 16 日）から引用） 
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（3）低気圧等による大雨 

（概況） 

10 月 23 日に東シナ海で発生した低気圧が、24 日から 26 日にかけて、西日本、東

日本、北日本の太平洋沿岸に沿って進んだ。この低気圧に向かって南から暖かく湿っ

た空気が流れ込むとともに、日本の東海上を北上した台風第 21 号周辺の湿った空気

が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となった。 

 

（雨の状況） 

関東地方から東北地方の太平洋側を中心に広い範囲で総降水量が 100 ㎜を超え、12 

時間降水量が 10 月の月降水量平年値を超えたところがあった。特に、千葉県や福島

県では総降水量が 200㎜を超えたほか、3時間、6時間降水量の観測史上 1 位の値を

更新する記録的な大雨となった。 

東京都では大雨警報（浸水・土砂災害）が発表され、大島で日降水量 150㎜、三宅

島で 1 時間降水量 62 ㎜、3 時間降水量 91.0 ㎜を記録した。6 時間以上の時間におけ

る降水量では上位 20 位に入った地点は東京都内にはなく千葉県、福島県等と比較す

ると降水量は少なかった。一方で、上述のように三宅島においては短い時間では多量

の雨が降った。 

 

  

（気象庁「低気圧等による大雨 令和元年（2019 年）10 月 24 日
～10 月 26 日」（令和元年 10 月 30 日）から引用） 
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1-2．被害の状況                                               

（人的・物的被害の内訳） 

 

（台風第 15 号） 

・ 台風第 15号は、暴風による被害が顕著に見られた。 

令和元年台風第
15号

令和元年台風第
19号

令和元年台風第
21号

2019/09/06～ 2019/10/08～ 2019/10/23～

人 1 3

人 2

人

人 1

人 6 10

棟 14 36 1

世帯 14 37 1

人 28 83 1

棟 73 666 2

世帯 77 769 7

人 136 831 9

棟 1,624 1,045 21

世帯 1,624 1,080 26

人 2,276 1,852 39

棟 24 320

世帯 24 380

人 31 480

棟 13 531

世帯 16 658

人 28 846

棟 25

棟 280 33 26

9団体 42団体 3団体

1団体 28団体

全 壊

半 壊

死　　　者
うち

災害関連死者

災害対策本部設置市町村

災害救助法適用市町村

非住家
公共建物

そ の 他

重　傷

軽　傷

住

家

被

害

行方不明者

負
傷
者

一部破損

床上浸水

床下浸水

　　　　　　　　災害名

　発生年月日

区分

人
的
被
害
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・ 台風が伊豆諸島に接近後、三浦半島、千葉県千葉市付近へ上陸し、北上したた

め、千葉県内で暴風により家屋の損壊が多く発生した。 

・ このため、東京都は管内区市町村とともに千葉県君津市への職員派遣や、千葉県

内市町村への物資の支援などを実施した 

・ 東京都内においても、多くの住家被害が発生した。地域別の内訳は、区部で約

560棟、多摩部で約 70棟、島しょ部で約 1,070棟であり、島しょ部に被害が集中し

た。島しょ部のうち、新島が約 530棟、大島が約 370棟と大半を占めた。 

・ 区部では東京湾沿岸の地域（江戸川区約 140件、品川区約 40件）での被害が大き

かった。その他の地域では、杉並区で約 70棟、足立区で約 40棟と続いた。 

（台風第 19 号） 

・ 台風第 15号で多数の被害が発生した後であり、気象庁やメディアからも警戒する

よう呼びかけが行われていたこともあったが、東京都内では近年で最も大きい被害

が発生した。 

・ 台風第 15号に比べ、川の氾濫、道路等の浸水に伴う住家の被害が多数発生した。 

・ 特に多摩川沿いで多く被害が発生したため、世田谷区（約 620棟）、大田区（310 

棟）に床上・床下浸水、家屋の一部損壊等、大きな被害が発生した。 

・ 世田谷区内では、多摩川沿いの病院が浸水し、自衛隊による患者移送が行われ 

た。 

・ また、多摩部では、降雨によりがけ崩れや土砂災害が 20件以上発生した。さら

に、橋脚の沈下や土砂の流出等により都道も 4区間において通行止めが発生した。 

・ 奥多摩町、日の出町で道路崩壊に伴う水道管損傷による断水が約 10日間程度続

き、約 3,400戸に影響が出た。 

・ このような大きな被害への救出救助として東京都は 10月 12日に自衛隊への災害

派遣要請を行い、自衛隊による多摩川沿川地域の土砂撤去、奥多摩町への物資支

援、入浴支援等が行われた。 

・ また、奥多摩町・日の出町における断水への対応として他県より給水車の派遣が

行われた。 

（低気圧等に伴う大雨） 

・ 10月 23日夜間に小笠原諸島に暴風警報が発令され、25日には東京地方の多くに

大雨警報・洪水警報が発令された。 

・ 小笠原村以外にも多摩地域を中心に避難所が開設されたが、小笠原村以外での避

難者は少なかった。 

・ 小笠原諸島では、10月 24日明け方から午前にかけ、強い雨と風が発生した。 

・ これに伴い、父島・母島あわせて最大約 1,000軒に停電が発生し、携帯電話の不

通や都営住宅での断水が発生した。 

・ 台風第 21号の暴風の影響により、小笠原村では家屋の一部損壊等が発生したた

め、東京都では土のう袋やブルーシートの送付を行ったほか、被害状況の確認及び

罹災証明発行手続き補助のため職員の派遣を行った。  
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1-3．東京都の対応                                                

（災害への対応） 

・ 都内で災害が発生した場合は、その災害の規模や被害状況等に応じて、情報収集

や応急対策を実施する上で必要となる態勢を構築する。 

・ 風水害時においては、警報の発令を以て、情報連絡態勢を構築し、区市町村と連

携を取って被害の収集を行い、必要に応じて救出・救助支援を行う。 

・ 一方で台風の接近等、事前に大規模な風水害被害の発生が懸念される際には、気

象庁と協力し、気象情報連絡会を開催し、区市町村へ事前の情報共有を行うととも

に、都民への情報発信を行っている。 

・ 特に台風第 19号の際には、大型の台風が接近し、大規模な被害が予測されること

から、事前に都庁全体で「災害即応態勢」を構築し、情報収集及び救出救助支援を

行った。以下に台風第 19号発生時の東京都の主な対応を示す。 

 

【台風第 19 号における東京都の態勢構築及び主な対応】 

日付 気象予報 対応 

10月７日(月)  ・島しょ部への物資（土のう・ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ等）の必要数確認 

10月８日(火)  ・ツイッター、アプリによる都民への情報発信開始 

10月９日(水) 

台風、 

小笠原諸島

付近に接近 

・東京都応急対策本部会議開催について検討 

・交通機関へ計画運休予定を確認 

・島しょ部への物資配送開始 

10月10日(木) 

小笠原諸島

付近を通過 

・小笠原諸島に警報発表 

・島しょ部へのﾘｴｿﾞﾝ職員出発（大島・三宅島・八丈島） 

・情報連絡態勢を構築 

・東京電力及び NTT 東日本へﾘｴｿﾞﾝ派遣要請 

10月11日(金) 

 ・東京都応急対策本部会議開催 

・災害即応態勢の構築 

・気象庁合同開催「気象情報連絡会」の実施 

・知事定例記者会見による情報発信 

・多摩部市町村へﾘｴｿﾞﾝ職員派遣決定 

10月12日(土) 

台風が伊豆

諸島・東京

地方に接近 

・小笠原を除く都内全区市町村へ警報発表 

・多摩部市町村へﾘｴｿﾞﾝ職員派遣 

・東京都災害対策本部設置 

・自衛隊への災害派遣要請（世田谷区、大田区、狛江

市等で救出救助、土砂撤去を実施） 

10月13日(日) 

台風が伊豆

諸島・東京

地方を通過 

・東京都災害対策本部会議開催 

・被害の大きい多摩地域２町村へﾘｴｿﾞﾝ職員派遣 

（食料・給水の支援等を開始） 

10月15日(火)  ・自衛隊による奥多摩町への物資搬送、入浴支援開始 

10月17日(木) 
 ・次の台風に向けた、土のう袋・ビニールシートの区市町村

への配布実施 
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（災害を踏まえた検証結果） 

・ 東京都では、令和元年度の大規模風水害（台風第 15号、第 19号等）によって明

らかとなった課題を検証し、対策の一層のグレードアップを図ることにより、東京

の防災に万全を期すため、令和元年 11月に今後の対策をとりまとめた。 
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1-4．都内の区市町村へのアンケートの結果概要                                                

・ 本ガイドラインの作成にあたり、令和元年台風第 19号において、各区市町村が避

難情報の発令や住民避難における課題などを把握するために、以下のとおり、アンケ

ート調査を実施した。 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な結果） 

 

  

【アンケート調査の概要】 

・調査期間：令和 2年 2月 7日～14日 

・調査対象：都内各区市町村 

・回 答 数：45自治体（回答率約 73％） 

【主なアンケート調査結果】 

（避難情報の発令について） 

質問事項 回答状況 

〇 今回初めて避難情報の発令を行った。 約 29％ 

〇 避難情報の発令について大変だったこと  

 ① 気象情報を分析し、発令のタイミングを図ること 約 67％ 

② 地域ごとにきめ細かく発令すること 約 16％ 

〇 あらかじめ発令の基準を定めている 約 84％ 

（気象情報等の活用） 

質問事項 回答状況 

〇 発令の判断に活用した情報  

 ① 気象庁の発表する気象情報 約 80％ 

② 洪水警報の危険度分布 約 31％ 

③ 土砂災害に関するメッシュ情報 約 44％ 

④ 気象庁からのホットライン 約 58％ 

⑤ 河川の水位情報 約 71％ 

〇 発令の際にあると良い情報  

 ① 気象情報の見通し（気象庁とのホットライン強化） 約 40％ 

② 河川の水位情報 約 71％ 

（その他の主な意見） 

① 今回は国管理河川に関して避難情報を発令したが、都管理河川の避難情報発令

のタイミングが難しい。 

② 中小河川しかないため、水平避難する必要も特段高くないので、垂直避難の推

奨をより進めていかないといけないと感じた。 

③ 指定緊急避難場所以外の安全な場所への避難や避難する必要がない人は自宅に

留まるといった考え方を都民へ全力で周知啓発をする必要がある 

④ 過去発令したことのない避難指示や災害発生情報発令の判断が厳しく、気象情

報発表から避難情報発令まで時間を要した。 

⑤ 大河川の氾濫の前に中小河川の氾濫が想定される場合、より早めの自主避難を

促す場合の判断基準が難しい。 
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２．大規模風水害に関する東京都の特徴                                             

2-1．東京都における大規模風水害に関する特徴の概要                                        

・ 東京都の地勢は、東西に長くひらけており、山間部、丘陵地、武蔵野台地、東部低

地帯など変化に富んだ多様な地形で構成されており、地域によって、起こりうる風水

害は様々である。 

・ また、島しょ地域は太平洋上に、南北に長く伊豆諸島、小笠原諸島が点在しており、

この地域が、夏以降の台風の進路上となる傾向にある。 

・ 令和元年台風第 19 号をはじめ、これまでの大型台風の接近等に伴う大規模風水害

の経験や地域特性などから、東京特有の特徴がいくつか見て取れる。 

・ 大規模風水害に関する避難への対応を検討するにあたっては、これらの特徴を踏ま

えることが重要である。以下に、大規模風水害に関する東京都特有の４つの特徴と主

なポイントを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 次ページ以降でそれぞれの特徴を詳細に示す。 

①地理的要因により、地域ごとに気象警報発表に時間差が発生 

・東京都の行政区域は、小笠原諸島から区部・多摩地域まで極めて広範囲 

・台風等の場合は、都は長時間にわたり態勢を構築 

②同じ地域を流れる大河川と中小河川において水位上昇の時間差が発生 

・河川の大小によって、降雨時の水位の上昇時間が異なる 

・同じ地域に大小の河川がある場合、避難情報等の発令のタイミングに留意 

③大規模風水害のおそれがある際に本格的な計画運休が実施 

・大規模風水害時には、東京を含む首都圏で鉄道各社が本格的な計画運休を実施 

・台風第 15 号では運転再開後に駅で混雑が発生し、通勤・通学に大きな影響 

④雨の降り方によっては、多数の避難対象者が発生 

・区部東部低地帯をはじめ、風水害リスクの高い地域が広範囲に存在する 

・大規模風水害が発生・発生のおそれがある場合、多数の避難が発生 

同じ地域を流れる大河川と中小河川

において水位上昇の時間差が発生 

地理的要因により、地域ごとに 

気象警報発表に時間差が発生 

雨の降り方によっては、 

多数の避難対象者が発生 

大規模風水害のおそれがある際には 

本格的な計画運休が実施 

大規模風水害時における東京特有の４つの特徴 

 

災害対応力強化に向け 
これらの特徴を踏まえた検討が必要 
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2-2．東京都におけるそれぞれの具体的な特徴                                         

（1） 地理的要因により、地域ごとに気象警報発表に時間差が発生 

・ 東京の島しょ地域は、太平洋上南北約 1,000㎞余りにわたり点在する伊豆諸島、小

笠原諸島から構成されている。 

・ 台風は秋になると南から円を描くように日本付近を通るようになり、状況によって

は、秋雨前線と一緒になって大雨を降らせることがある。 

・ 最悪の場合、こうした台風が、東京の島々をなぞるように太平洋上を北上した後、

本土に上陸・接近した場合、島しょから区部・多摩地域まで広範囲にわたり、大雨、

暴風、高潮等をもたらせ、大規模な風水害が発生するおそれがある。 

・ こうした状況においては、まず、小笠原諸島を皮切りに伊豆諸島、その後、本土の

区部、多摩地域と順に各種気象警報が発表され、東京都としても早期の段階で災害対

応のための態勢を構築し、気象庁などの関係機関とも情報共有を図りながら、各地域

の被害等の情報収集や発災時した場合の速やかな対応にあたる。 

・ メリットとしては、早期の段階から、都は状況に応じて、必要な態勢を構築してい

るため、事前の情報収集はもとより、発災時の迅速な対応が可能となる。 

・ 一方、懸念される点としては、島しょ地域の広範囲等で甚大な被害が発生した場合、

その対応に追われる中で、他の地域が被災した際に迅速な対応ができるかが課題の一

つとしてあげられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小 
笠 
原 
諸 
島 

23 区・多摩 

東京都 
態勢構築 

小笠原諸島 気象警報 

小笠原村 
態勢構築 

伊豆諸島町村 
態勢構築 

区部・多摩自治体 
態勢構築 

伊豆諸島 気象警報 

区部・多摩 気象警報 

態
勢
維
持 

迅速な情報収集 
適切な支援 等 

迅速な情報収集 
適切な支援 等 

迅速な情報 
収集 
適切な 
支援 等 

仮に島しょ地域の広範
囲等で甚大な被害が
発生し、対応に追われ
ている際にも、区部・多
摩地域に対して適切に
対応できるかが課題 

距離的要因から影響
に時間差が発生 

距離的要因から影響
に時間差が発生 

タイム 
ライン 
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【令和元年台風第 19 号のケース】 

・ 10月 6日に南鳥島近海で発生し、小笠原諸島・伊豆諸島近海を経た上で、12日に

伊豆半島へ上陸し、東京地方へ最接近した。  

・ 台風の接近等に起因する暴風警報については、10日に小笠原諸島で発表され、12

日 4時には伊豆諸島で、同日 12時には東京地方で発表された。 

・ 東京都では、台風の進路予想等を踏まえ、9日に伊豆諸島へ物資の支援を開始し

（一部台風の影響による欠航により不着）、10日より伊豆諸島町村へ、11日より多

摩市町村へ情報連絡要員の派遣を行った。 

・ また、10日には情報連絡態勢を構築し、島しょ地域から区部・多摩地域の情報収

集等にあたった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

台風第 19 号における強風注意報・暴風警報の発表状況 

台風第 19 号進路図 

台風第 19 号における大雨注意報・警報（土砂災害）の発表状況 

八丈町警報 区部警報 

多摩警報 

都の 
態勢 情報連絡態勢 

都の態勢維持・強化 
11 日 12 日 13 日 

応急対策本部 

小笠原 
村警報 

10 日 

非常配備態勢 

災害対策本部 

時間差で気象警報が発表 



大規模風水害時における避難対応に関するガイドライン  - 15 - 

 

（2）同じ地域を流れる大河川と中小河川において水位上昇の時間差が発生 

・ 荒川や江戸川など、一般的に、流域面積の大きい大河川については、広大な流域内

に降った雨が徐々に支川に流れ込み、やがて本川に流れ込むため、本川の水位は急激

に上昇することはない。また、東京は大河川の最下流域に位置するため、水位の上昇

開始に時間を要する傾向にある。流域全体に大雨が降った場合には、降雨後も上流の

雨や支川の雨が本川に流れ込むことから、本川の水位が下がるまでに時間がかかり、

ひとたび洪水が発生すると、その流量が多いため、被害や影響範囲が甚大となる。 

・ 一方で、都市部を流れる流域面積の小さな中小河川については、地面に降った雨が

すぐに河川に到達するため、水位が短時間で上昇する傾向にある。とりわけ、東京都

では、都市化の進展により、コンクリート等に覆われ、雨水が地中に浸透しにくく、

多量の雨水が短時間で河川に流入するため、豪雨による水位の上昇が顕著となる。 

・ このため、令和元年の台風第 19 号のように、東京都全域やその周辺も含めて、あ

る程度同じタイミングでまとまった雨が降った場合、同じ地域を流れる中小河川と大

河川では水位の上昇のタイミングが異なることも考えられることから、両方の浸水リ

スクがある地域に対しては、避難勧告等を発令するタイミングについて、それぞれの

水位情報等も視野に入れる必要がある。 

・ また、地域によっては、河川の浸水想定区域と土砂災害警戒区域など、複数のハザ

ードが重なるところもあり、それぞれのリスクを踏まえて、避難情報等の発令のタイ

ミングを考慮する必要がある。  

◆ 大河川における降雨と水位上昇の関係イメージ 

◆ 中小河川における降雨と水位上昇の関係イメージ 

大河川の流域 

中小河川の流域 

・流域面積が小さいため、降った雨がすぐに本
川に流れ込む 
・都市部はコンクリート等に覆われ、降った雨が
地中に浸み込むことなくすぐに流出する 

・流域面積が大きいため、降った雨が近くの支川に
流れ込み、時間をかけて本川に流れ込む 
・ 
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【令和元年台風第 19 号のケース】 

・ 台風第 19号接近時における東京地方の雨のピークは、10月 12日の午後と夜間に

あった。 

・ 都内の中小河川である荒川水系の神田川については、下記図１のとおり、雨の降

りはじめとともに水位も上昇し、雨量、水位ともにピークが 12日 15時前後と連動

している。また、雨の弱まりと同時に水位が下降し、短時間で水位が上下している

のもわかる。 

・ 一方、大河川である荒川については、上流地点での降雨も 20時から 23時頃が最

も強くなっているが、図２のとおり、下流の岩淵水門（上）の水位は、東京地方で

も上流地点でも雨の降っていない 13日の 18時となっている。 

・ このように同じ水系でも流域面積の大小等で水位のピークに時間差が発生するこ

とがみてとれる。 

・ 中小河川については、降雨の状況とともに、水位の上昇に注意し、躊躇なく避難

情報を発令する必要がある。 

・ また、大河川の場合についても、上流の降雨状況に留意しながら水位の動向を確

認するとともに、降雨後においても水位が上昇することもあることを認識のうえ注

意深く観測し、避難情報の発令を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 岩淵水門（上）（荒川 東京都北区）の水位とその上流における雨量 

図 1 神田取水上（神田川 東京都杉並区）の水位とその近隣地点における雨量 

降雨のピークと水位上昇のピークが
ほぼ同じタイミングで発生 

降雨と水位上昇のピーク
に時間差発生 

雨の弱まりと同時に水位も低下 
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（3）大規模風水害のおそれがある際に本格的な計画運休が実施 

・ 平成 30年 9月 30日に台風第 24号が日本列島を縦断した際に、首都圏で初めて、大規

模な鉄道の計画運休が行われたと言われている。JR東日本は運休当日の正午過ぎ、首都

圏全路線の運行を取りやめることを発表し、私鉄も終電を繰り上げた。計画運休完了前

に一部列車が駅停車したが、事前に計画運休を案内していたため、当該列車の乗客も少

なく、大きなトラブルとならなかった。 

・ 令和元年に発生した台風第 15号においては、台風の接近に伴い鉄道の計画運休が実施

されたが、運転再開が見込みよりも遅れたことが災いして、駅に大量の鉄道利用者があ

ふれ、通勤や通学に大きな影響を与えた。 

・ 大型の台風が接近する場合等においては、風速や雨量等が運転を規制する基準値を

上回ることが事前に予測されるため、近年、各鉄道事業者は、安全を確保することに

加え、駅での混乱や駅間停車した場合の乗客の閉じ込め等を防止する観点から、状況

に応じ計画運休を行うこととしている。 

・ こうした中、もう少し早い段階で計画運休を知らせて欲しかったとの利用者の声が

あることや、特に都市部では、翌朝に複数の路線で台風の影響による輸送障害が発生

して駅に多数の旅客が滞留したこと等を踏まえ、国土交通省が今後の計画運休のあり

方等について以下のとおりとりまとめを行った。 

・ 公共交通機関による移動も含めた避難の呼びかけ等が必要となる自治体については、

防災気象情報に加え、計画運休の可能性や実施も踏まえて、避難情報の発令のタイミン

グ等について検討を行う必要がある。 

 

  

 【鉄道の計画運休の実施についての最終とりまとめ（国土交通省）（一部抜粋）】0    

①利用者等への情報提供の内容・タイミング・方法 

・利用者等に対して前広に多様な手段及び多言語で情報提供を行う。 

・計画運休の可能性についての前広な情報提供を実施するとともに、計画運休を実

施する場合や運転再開時には、利用者等が適切な行動を選択できるようできる限り、

具体的な情報提供を適切なタイミングで行う。 

②計画運休の際の振替輸送のあり方 

・振替輸送実施の有無については、輸送力等の様々な事情を踏まえて決定されるも

の。 

・実施する場合、実施しない場合のいずれにおいても情報提供を行う。 

③地方自治体への情報提供の仕方等 

・平素から沿線の地方自治体との間で情報提供 

④情報提供タイムラインの作成 

・①～③を踏まえて、国土交通省において作成したモデルケースを参考に各鉄道事

業者において情報提供タイムラインをあらかじめ作成しておく。 
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【台風第 19 号のケース】 

・ 10月 6日に南鳥島近海で発生した台風第 19号は、マリアナ諸島を西に進みながら、7

日には大型で猛烈な台風となった。 

・ 気象庁の台風予報において、予報円に東京地方が含まれていたことから、東京都にお

いても、8日以降、都民に向けて「台風接近時の不要不急の外出を控えるよう」メッセー

ジを継続して発信した。 

・ 公共交通機関各社においても、10 日に JR 東日本株式会社や私鉄各社も計画運休の可

能性を発表するとともに、翌日には各社が計画運休を決定・発表した。 

・ 台風が最接近する 12 日の昼前から徐々に計画運休が開始され、多くの路線が 13日昼

過ぎまでの運休を予定していた。 

・ 台風通過後、線路等の点検が終了した路線より、13日昼頃より順次運転が再開された。 

・ 令和元年 9月に発生した台風第 15号においては、台風通過後の公共交通機関運転再開

時に利用者が多数殺到し、複数の駅で混乱が生じたが、台風第 19号では、各公共交通機

関から早めの情報提供があったため、公共交通機関に起因する目立った混乱はなかった。 

・ 公共交通機関の運行状況については、計画運休の開始状況だけでなく、運転再開情報

も含め、丁寧で具体的な情報提供を行う必要がある。 

・ また、台風第 19号の対応において、多くの自治体から、計画運休のため災害対応を行

う職員の参集が困難であったという意見も聞かれた。 

・ さらに、住民が避難する際に公共交通機関を活用する可能性がある自治体については、

その計画運休実施前の自主避難の呼びかけなど、早い段階で避難情報を出すことも状況

によって必要となる。 

・ こうしたことから、各自治体においても計画運休を加味した態勢の構築が必要である。 

  

台風第 19 号の接近に伴う鉄道各社の計画運休状況 
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（4）雨の降り方によっては、多数の避難対象者が発生 

・ 東京都の地勢は東西に長くひらけており、東部は城東から城南にかけて低地帯が広

がっており、およそ 300万人の都民が暮らしている。 

・ こうした東部低地帯は、沖積層と呼ばれる軟弱な土砂が厚く堆積した地域である上

に、過去の地下水の汲み上げ等に伴う地盤沈下によりゼロメートル地帯が形成され、

高潮、洪水、大地震など自然災害に対する危険性が高い地域となっている。 

・ また、武蔵野台地では都市化の進展によりコンクリート等に覆われた不浸透域の増

大により、保水機能がなくなり、降った雨が短時間で中小河川に流れ込むことから、

河川の水位が急激に上昇する危険性がある。 

・ さらに、土石流やがけ崩れといった土砂災害の危険性が高い箇所が、丘陵部、多摩

西部の山間部はもとより、島しょ地域も含め、都内各地に点在している。 

・ こうした風水害のリスクのある地域に、多くの都民が居住、通勤、通学等をしてお

り、令和元年台風第 19 号のように、都内の広範囲で豪雨が発生するなど、雨の降り

方次第では、多数の住民が避難対象となるおそれもある。 

・ こうした東京特有の状況も踏まえた避難対策を予め定めておく必要がある。 

 

中小河川の浸水予想区域 
荒川・江戸川・高潮の浸水想定区域 

多摩川の浸水想定区域 土砂災害(特別)警戒区域 

東京都内における各種風水害リスク 

多数の避難対象者が発生する可能性あり 

雨の降り方次第では… 
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【台風第 19 号のケース】 

（各自治体の避難勧告等の発令状況） 

・ 台風第 19号では、都内の各自治体において、避難情報を以下のとおり発令した。 

発令した避難情報 

 【 】内は警戒レベル 
発令自治体数※

 

災害発生情報 【５】 5 

避難指示（緊急） 【４】 13 

避難勧告 【４】 40 

避難準備・高齢者等避難開始 【３】 40 

避難情報発令なし 12 

  ※ 各種避難情報を複数発令した自治体があるため、合計は合わない 

 

・ 10月 12日の午前中から避難情報を発令する自治体もある一方で、夜間（18時以

降）に避難情報を発令した自治体もあった。 

・ 避難情報の発令のための基準を 8割以上の自治体が事前に定めており、基準どお

りに発令できた自治体はおおよそ 7割であった。その他の自治体についても、風雨

のピークの予測が日没後であることから基準より早い段階で発令するなど、独自の

判断を行った。 

・ こうした背景の中で、避難情報発令のタイミングを図ることが大変だと感じた自

治体が７割程度あった。その理由としては、気象情報や河川の水位情報の分析が困

難であったことなどが考えられる。 

 

（避難の状況） 

・ 都内の 50自治体が何等かの避難情報を発令した中で、最大 18万人以上の都民が

避難を行った。 

・ 多くの人が避難行動を取った理由としては、気象庁が早めの対策を呼びかけたほ

か、テレビからの情報を参考にしたことなどが考えられる。 

・ 一部の避難場所では、住民が集中して収容人数に達したことから、受入れが困難

となる事態も発生した。 

  この理由としては、浸水リスクの高い地域に隣接する避難場所へ多くの住民が集

まったこと、避難イコール立退き避難というイメージが強いことなどが考えられる 

・ 住民に対し、大規模風水害時における避難や備えのあり方について十分周知を図

るとともに、避難先のさらなる確保に向けた検討なども必要である。 
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（台風第 15 号、19 号、21 号における避難状況） 

 
※着色は避難情報を発表した区市町村 

 

  

台風15号 台風19号 台風21号 台風15号 台風19号 台風21号

千代田区 58 町田市 136 3,085

中央区 56 小金井市 124

港区 222 小平市 101

新宿区 300 日野市 8,649

文京区 328 東村山市 4 624

台東区 225 国分寺市 691

墨田区 3,764 国立市 393

江東区 6,937 福生市 1,576

品川区 584 狛江市 3,966

目黒区 426 東大和市 261

大田区 11,791 清瀬市 652

世田谷区 5,376 東久留米市 267

渋谷区 531 武蔵村山市 20 619

中野区 5 320 多摩市 2,583

杉並区 3 844 稲城市 2 3,481

豊島区 1,088 羽村市 9 1,133

北区 2,291 あきる野市 1,270

荒川区 1,461 西東京市 184

板橋区 1,529 瑞穂町 95

練馬区 12 629 日の出町 670

足立区 33,172 檜原村 1 412

葛飾区 7 19,823 奥多摩町 301

江戸川区 35,040 大島町 79 807

八王子市 8,457 利島村 31

立川市 854 新島村 6 113

武蔵野市 41 神津島村 7 71

三鷹市 595 三宅村 34 280

青梅市 27 2,093 御蔵島村 69

府中市 約8,280 八丈町 117

昭島市 2 1,137 青ヶ島村 0

調布市 約6,000 小笠原村 9 約55

合計 354 約186,886 約55

区市町村
避難者人数 避難者人数
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３．避難情報等の的確な発令に向けた対応                                 

３-１．対応の基本的な考え方                                       

（１）基本的な考え方 

・ 前章において、大規模風水害への対応に関して考慮すべき、東京特有の特徴を整理

した。 

・ 本章では、これらの特徴を踏まえ、大規模風水害の発生が懸念される場合において

も、東京都および各区市町村が連携を図りながら、適切かつ迅速な対応がとれるよう

にするための基本的な考え方を整理する。 

・ 適切かつ迅速に対応するためのポイントは、次の３点があげられる。 

・ この３つのポイントを実行するために必要となる具体的な施策は以下のとおりで 

 ある。地域特性を考慮した上で、これらの施策を進めることで、東京都及び区市町村 

 の災害対応力の向上につながる。 

 

 

 

 

 

 

・ 国においても平成 30年 7月豪雨及び令和元年の台風等を踏まえ、避難対策に係る

とりまとめを行っている。国のとりまとめも踏まえ、上記の３つのポイントについ

て、具体的な施策を紹介する。 

情報の内容や 

タイミングの把握 
風水害に対応した 

避難先の確保 

発令するために不可

欠な体制の強化 

【対応すべき３つのポイント】 

①避難情報を的確に発令するために必要となる体制を強化すること 

②避難に関する情報の内容、情報発信のタイミングを把握すること 

③発災時の混乱を防止するための避難先を確保すること 

防災気象情報 

を正しく知る 
  

防災気象情報 

の確認方法 
  

避難情報等の発令の

タイミング 

 

避難先の確保 
  

きめ細かな避難情報の

発令に向けた取組 
  

避難場所の分散 

に向けた取組イメージ 
  

住民の自主的避難促進 

大規模風水害を対象と

したタイムラインの 

作成 
  

タイムラインを確実に実

行するためのﾁｪｯｸﾘｽﾄ 
  

発災時の的確な 

態勢確保 

地域それぞれの特性を考慮 

適切かつ迅速な対応により 

東京全体の災害対応力が向上 
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（２）避難対策に係る国の動き 

・ 未曾有の災害となった平成 30年 7月豪雨や令和元年台風第 19号時の対応におい

て明らかになった課題について、中央防災会議や国土交通省等で検討を図り、社会

全体としての防災意識の向上を図るための取組をとりまとめている。以下は、中央

防災会議の防災対策実行会議でとりまとめた「令和元年台風第 19号等を踏まえた水

害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）」（令和２年３月）から、本ガイ

ドラインに係る内容を抜粋して紹介する。 

 

○今後の水害・土砂災害からの避難対策への提言（中央防災会議） 

⇒ 避難に対する基本姿勢の徹底 

（1）災害リスクととるべき行動の理解促進（「避難の理解力向上キャンペーン」の実施） 

 ・ 避難行動判定フロー、避難情報のポイントの周知（P.24～27参照） 

   避難とは「難」を「避ける」こと 

   安全な場所にいる人は避難場所に行く必要がない 

   安全な地域にある親戚・知人宅等も避難先になり得る 

 ・ 適切な避難先の指定 

   屋内施設を指定緊急避難場所として指定 

 ・ 豪雨時の外出リスクの周知と外出抑制の働きかけ 

（2）わかりやすい防災情報の提供 

・ 住民へのわかりやすい情報伝達 

   「全員避難」「命を守る最善の行動」災害時は短い言葉で繰り返し 

（3）大規模広域避難の実効性確保 

・ 広域避難にあたっての留意点の自治体への通知 
 

○河川・気象情報の改善に関する検証チーム（国土交通省） 

⇒ 洪水時に真に住民の適切な避難に資する情報発信となるよう、情報の受け手の立場

に立って検討 

 ・ 外部問い合わせ専任の担当者設置 

 ・ 緊急速報メールの短文化（危機感が的確に伝わるよう見直し） 

 ・ 特別警報の解除を「警報への切り替え」と表現 
 

○防災気象情報の伝え方に関する検討会（国土交通省） 

・ 大雨特別警報解除後の洪水への注意喚起 

・ 過去事例の引用 

・ 特別警報の改善 

・ 危険度分布の改善 

・ 暴風により起こりうる被害やとるべき行動をわかりやすく解説 

・ 記録的短時間大雨情報の改善 
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◆避難行動判定フロー  

令和元年台風第 19 号等を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告） 

（令和 2 年 3 月 31 日公表）【中央防災会議】より抜粋 
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◆避難行動判定フローの参考情報

令和元年台風第 19 号等を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告） 

（令和 2 年 3 月 31 日公表）【中央防災会議】より抜粋 
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◆避難情報のポイント  

令和元年台風第 19 号等を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告） 

（令和 2 年 3 月 31 日公表）【中央防災会議】より抜粋 
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◆避難情報のポイント解説  

令和元年台風第 19 号等を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告） 

（令和 2 年 3 月 31 日公表）【中央防災会議】より抜粋 
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３-２．的確な情報の発令に不可欠な体制の強化                                              

（1）大規模風水害を対象としたタイムラインの作成 

・ 大規模風水害時において、避難情報の発令をはじめとした、様々な業務に適切か

つ迅速に対応するために必要となるマンパワーの確保はもとより、その人員が業務

内容を把握するとともに、各業務が適切に行なわれているか、組織として進行管理

を行うことが重要である。 

・ 特に、風水害が大規模になればなるほど、様々なオペレーションが必要となるた

め、予め、いつ、誰が、何を行うのか予めルールを決めておくタイムラインを定め

ておくことが重要である。 

・ 都は、令和元年５月に、都内で起こりうる各種風水害を踏まえたタイムライン作

成手順書をとりまとめ、区市町村に配布を行っている。 

・ この手順書で示したタイムラインがベースになるが、後述のチェックリストを活

用する際に参考となるタイムラインのイメージについては、以下のとおりである。 

 

 

確認すべき情報 到達時刻 確認すべき情報 到達時刻 確認すべき情報 到達時刻

5日前

4日前

3日前

2日前

1日前

氾濫注意水位
 氾濫注意情報

【　時　分】 【　時　分】

大雨注意報
危険度分布注意
実況のｽﾈｰｸﾗｲﾝが注意
基準超過

【　時　分】

避難判断水位
 氾濫警戒情報

【　時　分】 水位の確認 【　時　分】

大雨警報(土砂災害)
危険度分布警戒
予測・実況でｽﾈｰｸﾗｲﾝ
が警戒基準を超過

【　時　分】

氾濫危険水位
 氾濫危険情報

【　時　分】
危険水位
（水防ｼｽﾃﾑ）
　氾濫危険情報

【　時　分】

土砂災害警戒情報
危険度分布極めて危険
(うすい紫）
予測でｽﾈｰｸﾗｲﾝが土砂
災害発生危険基準を超
過

【　時　分】

危険度分布極めて危険
(濃い紫)
実況でｽﾈｰｸﾗｲﾝが土砂
災害発生基準を超過

【　時　分】

氾濫発生水位
 氾濫発生情報

【　時　分】
氾濫発生
 氾濫発生情報

【　時　分】 土砂災害発生 【　時　分】

□ 土砂災害に関する情報

速やかに避難先へ避難
指定緊急避難場所だけ
でなく安全な場所へ避
難

□　A国洪水予報河川
○×川

□　B都洪水予報河川
△◇川

①
都民への情報提供

②
避難情報の発令

2

ハザードマップの確認
計画運休前の避難の実
施
安全な場所にいる人は
避難不要

タイムライン
警戒

レベル
（相当）

取るべき行動

都民へ情報提供開始

計画運休
の見込み

計画運休
決定

台風
発生

計画運休
実施

命を守るための最善の行
動をとる

5

4

避難に時間のかかる人
は早めに避難
指定緊急避難場所だけ
でなく、安全な場所に
ある親類・知人宅への
避難

3

チェックリストに連動したタイムラインのイメージ

避難準備・
高齢者等

避難開始

避難勧告

避難指示

（緊急）

災害発生
情報

早め早めの避難や不

要不急の外出を控え

るよう呼びかけ
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（2）タイムラインを確実に実行するためのチェックリスト 

・ 発災のおそれがある際に、タイムラインに基づき防災行動が適切に行われるよう

な態勢を予め構築しておくことが重要である。 

・ 自治体によって、発災時の職員の態勢配備は様々であり、防災に精通した職員が

十分に配備されていれば、必要な業務が円滑に対応できる。一方で、こうした職員

が不在にしていた場合、もしくは別の業務の対応に追われている場合においても、

基準や状況等に応じ、的確なタイミングで避難情報を発令するなど、必要な業務を

実施しなければならない。 

・ 大規模風水害の発生時においても、職員の経験等に左右されることなく、避難情

報の発令等を確実に実施することが重要であることから、本ガイドラインでは (1)

のタイムラインに基づき、タイミングを逃すことなく必要な業務が円滑に実施でき

るチェックリストを別添のとおり作成した。 

・ 具体的には、自治体ごとに抱えている水害リスクに対して、確認すべき情報を選

択した上で、タイムライン上の各フェーズにおいて、その情報を収集しながら、と

るべき行動を一つ一つチェックできるものとなっている。 

・ 各自治体においては、河川の規模や土砂災害警戒区域の有無など、地域特性に応

じて水害リスクが様々であるため、別添のチェックリストを参照に、各々の必要な

情報を記載した上で、実際の発災時の対応に活用頂きたい。 

 

  

 

TL 
警戒 

ﾚﾍﾞﾙ 確認すべき情報 とるべき行動 

５日前 

４日前 

３日前 

２日前 

 

１日前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０時間 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

５ 

 

タイムラインごとに、必要な情報を確認し

ながら、とるべき行動が一目でわかるよう

に行動ごとにチェックリストを用意 

タイムラインの基本的な流れのイメージ 

行動 ２ A~G 

行動 4 A~G 

行動 ５ A~G 

Ａ 

洪
水
予
報
河
川
【
国
】
の
水
位
を
確
認 

Ｂ 

洪
水
予
報
河
川
【
都
】
の
水
位
を
確
認 

Ｃ 

水
位
周
知
河
川
【
国
】
の
水
位
等
を
確
認 

Ｄ 

水
位
周
知
河
川
【
都
】
の
水
位
等
を
確
認 

Ｅ 

そ
の
他
河
川
の
水
位
等
を
確
認 

Ｆ 

土
砂
災
害
に
関
す
る
情
報
を
確
認 

Ｇ 

高
潮
に
関
す
る
情
報
を
確
認 

行動 3 A~G 

警戒ﾚﾍﾞﾙ 確認すべき情報 
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□　避難勧告（警戒レベル４）の発令

【次のいずれかに該当する場合に『避難勧告』を発令する】
□　洪水予報により「氾濫危険水位」に達した場合

①　防災行政無線FAXにより送付される「洪水予報」の確認

②　各河川管理者の水位情報

□　水位予測により、堤防天端高を超えることが予想される場合

①　防災行政無線FAXにより送付される「洪水予報」の確認

②　各河川管理者の水位情報

※　必要に応じ、気象庁ホットライン・河川管理者への確認実施

□　異常な漏水・浸食等が発見された場合

□　避難勧告の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が

　夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合

□【避難情報以外の都民への情報提供】
□　気象情報（警報等）

□　避難情報

□　避難場所情報

□　避難の呼びかけ

□　速やかに避難先へ避難

□　指定緊急避難場所だけでなく、安全な場所へ避難

□　ハザードマップ等を確認し、安全な場所にいる人は、避難場所に行く必要はない

□　計画運休の実施状況

□　洪水予報河川が氾濫水位を超え、洪水予報により、堤防天端高、又は背後地盤高

に到達するおそれが高い場合

①　防災行政無線FAXにより送付される「洪水予報」の確認

②　各河川管理者の水位情報を確認

③　洪水の危険度分布を確認

※　気象庁ホットライン・河川管理者への確認実施

□　異常な漏水・浸食の進行や亀裂・すべり等により決壊のおそれが高まった場合

□　樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合

※　発令対象区域を限定する

□　気象庁HP（台風の進路、注意報・警報の発表）

□　河川の水位情報

□　危険度分布

対

象

地

域

発令時刻

全域
一部地域（地域名）

河川名 漏水・浸食場所 発見日時 その他

行動（4-A）

【状況】

・ 氾濫危険水位に到達した

・ 氾濫危険情報が発表された

・ 洪水警報が発表された

・ 洪水警報の危険度分布が「うすい紫（非常に危険）」となった

・ 急激な水位上昇による洪水予報河川の氾濫のおそれがある

３ 観測の継続

１ 都民への情報提供

２ 以下に当てはまる場合は行動④－Aへ移行

実施すべきこと

前ページより

次ページに続く

夜間であっても

躊躇なく発令

確認すべき情報 
とるべき行動 

【確認する河川・観測所】

5日前

4日前

3日前

2日前

1日前

□　氾濫注意水位

□　避難判断水位

□　氾濫危険水位

□　氾濫発生水位レベル５ 5

レベル2

レベル3

レベル4

実施すべきこと

2

3

4

河川の種類 観測所名
氾濫注意
水位

避難判断
水位

タイムライン
警戒レベル
（相当） 確認すべきこと

氾濫発生
水位

堤防
天端高

備考
氾濫危険
水位

河川名

Ａ 洪水予報河川【国】の水位を確認

【確認すべきもの】

〇 国土交通省 川の防災情報 https://www.river.go.jp/portal/#80

→「川の水位情報」や「水位・雨量」から対象河川の観測所をクリック

〇 防災行政無線等で送付される「洪水予報」を確認

〇 大型台風接近時は、河川の水位だけでなく、強風に関する注意報・警報（強風注意報、暴風警報、暴風特別警報）の

発令状況に留意する

確認すべき情報の内容（河川の水位、

土砂災害・高潮に関する情報） 

確認する手段（気象庁ホームページ、

国土交通省・東京都ホームページ等） 

自治体ごとの情報（河川名・観測所、

基準水位等） 

フェーズ（警戒レベル）ごとに確認すべき情報 

フェーズ（警戒レベル）ごとにとる

べき行動 

その時点で起こり得る状況 

実施すべき行動 

・都民への情報提供 

 避難情報の発令 

（そのための条件） 

・観測の継続 など 
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確認すべき情報ととるべき対応を常に確認しながら、対応状況
をチェックリストに記載し、災害対策本部内で情報を共有 
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（3）各自治体における発災時の的確な態勢確保に向けた取組 

・ 大規模風水害が発生した場合においても、各自治体は、災害応急対策や復旧・復

興対策の主体として重要な役割を担うとともに、災害時にあっても対応すべき業務

を継続する必要がある。 

・ とりわけ、住民サービスに直結している区市町村においては、その重要性が高く

災害時に実際に行動できる体制を整備するためにも業務継続計画をあらかじめ策定

しておくことが重要である。 

・ 令和元年の台風第 19号では、これまでの経験を大きく上回る避難者が発生し、多

くの避難場所の開設準備やその運営などに追われた。こうした対応に加え、各自治

体の災害対策本部では、多数の住民からの問合せの対応に追われ、災害対策本部の

人員が十分でない状況も生じた。 

・ 今後は、こうした状況も踏まえ、大規模風水害時における全庁的な応援体制をあ

らかじめ定めておくとともに、これらの手順の確認等の訓練を定期的に実施するな

ど、日頃から検証や見直しを図ることが重要である。 

 

（上記を踏まえた都の主な取組） 

①都職員情報連絡要員の派遣 

・ 令和元年台風第 15号の経験を踏まえ、台風第 19号対応では、多摩・島しょ地域

の自治体に情報連絡要員を予め派遣し、東京都との情報共有等を図った。 

・ 情報連絡要員を予め派遣し、都内全自治体の状況を包括的に把握しておくこと

で、都は不測の事態においても柔軟に対応することが可能となる。 

・ その後の市町村ヒアリングから、派遣の有効性も確認されたことから、令和２年

の出水期から、新たに 23区も加え、全区市町村に情報連絡要員を派遣できる体制を

構築することとした。また、情報連絡要員に対する研修等も行い、実効性の向上に

向けた取組を進めていく。 

 

②都と連携した図上訓練等の実施 

・ 都では、毎年、様々な災害事象を対象とした実働訓練を行うとともに、災害の各

フェーズにおける関係機関との連携確認等を目的とした図上訓練を数回実施してい

る。 

・ 令和２年度においては、多くの自治体の状況に応じ、リアリティのある図上訓練

を都と各自治体合同で実施することで、各々の災害対応力の強化、および都と区市

町村の連携強化を図るなど、今後も、実効性の向上に向けた取組を進めていく。 
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３-３．避難情報等の発令に必要となる情報の内容やタイミングの把握                                       

（1）防災気象情報 

・ 避難情報等の発令を判断する上では、防災気象情報が極めて重要である。防災気象

情報は、各防災関係機関がタイムラインに沿ってそれぞれの行動を実施する際のきっ

かけ（トリガー）となる非常に重要な情報となる。 

・ このような「防災気象情報」は気象台等から発表される気象予警報、洪水予報、水

位到達情報などがあり、種別と発表のタイミングを把握しておく必要がある。 

  また、実施する行動の時間軸を考慮するためには、気象庁が発表する防災気象情報  

 がもつ「リードタイム（猶予・準備・先行時間）」を知っておかなければならない。 

 

（台風情報：気象庁ホームページ） 
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（気象庁資料より）  
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（大雨警報（浸水害）・洪水警報の危険度分布：気象庁ホームページ）  
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（土砂災害警戒情報・土砂災害警戒判定メッシュ情報：気象庁ホームページ）  
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（高潮注意報・警報・特別警報：気象庁ホームページ） 
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（洪水予報と水位周知）  
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（高潮氾濫危険情報） 
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（2）防災気象情報の確認方法 

・ 気象情報については、気象庁のホームページを中心に確認することができるが、

河川の水位等については以下のホームページからも入手できる。 

 

（川の防災情報：国土交通省ホームページ） 

  川の防災情報では、地域ごとの雨の量や川の水位の状況など、避難に必要な川の情報

が確認できる。 
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（東京都水防災総合情報システム：東京都ホームページ） 

・ 東京都では、洪水や高潮による被害を軽減するため、河川水位・雨量等、水防に関

する情報の迅速・的確な提供を目的とした 東京都水防災総合情報システムを構築し

ている。 

・ 都内に設置した雨量計・水位計から、雨量・河川水位・潮位等の観測データをリア

ルタイムで自動収集、データ加工して地図上や表形式で表示するほか、河川の映像デ

ータを表示している。また、気象注意報・警報、土砂災害警戒情報、洪水予報など水

防に関係する情報をリアルタイムで表示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他、避難情報の発令等に必要となる情報） 

・ 防災気象情報のほかに避難情報の発令に影響を与えるおそれのある、計画運休や近

隣自治体の対応などの情報についても把握し、避難情報等の発令の参考にすることも

有効である。  



大規模風水害時における避難対応に関するガイドライン  - 42 - 

 

66.7 

15.6 

8.9 

8.9 

15.6 

0 20 40 60 80 100

気象情報を分析し、発令のタイミングを図ること

地域ごとにきめ細かく避難情報を発令すること

避難所の開設等、発令後の

受け入れ態勢が整っていなかった

そのほか

無回答

%

（3）避難情報等の発令のタイミングの事例 

・ 区市町村を対象に行ったアンケート調査では、避難情報の発令のタイミングを図

ることが大変だったという意見が多数あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 多くの自治体では、各々の地域防災計画等において、避難情報の発令に関する基

準を設けている。しかし、大型台風の接近や長引く豪雨などの不測の事態において

は、住民の安全確保に向け、避難情報等の発令のタイミングについて、柔軟に対応

することが求められる場合もある。 

・ ここでは、避難情報等の発令基準をベースに柔軟に対応することが有効となる事

例をいくつか紹介する。 

 

事例 事例の内容 

事例①：○×市 複数ある避難勧告の発令のタイミング 

事例②：○×区 計画運休を踏まえた避難情報の発令 

事例③：○×町 
時間帯を踏まえた避難準備・高齢者等避難開始の 

発令 

 

 

 

  

問：避難情報発令で大変だったこと（複数回答 n=45） 

気象情報を分析し、発令のタイミングを
図ること 

地域ごとにきめ細かに避難情報を発令
すること 

避難所の開設等、発令後の受け入れ
態勢が整っていなかった 

そのほか 

無回答 
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（○×市の地勢） 

 ○×市には、△□川（国管理河川）が流れており、○×川（都管理河川）が△□川

と合流している。また、市内には、かつて△□川と○×川の氾濫流による河岸の浸食

により形成された崖線沿いに、土砂災害警戒区域が点在している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（○×市の避難情報に関する主な基準） 

 ○×市の避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）などの避難情

報の基準については、○×市地域防災計画（風水害編）に基づき、以下のとおりとな

っている。 

【避難情報の主な発令基準】 

避難情報 気象情報 水位情報等 

避難準備・高齢者

等避難開始 

大雨警報 

洪水警報 

・△□川避難判断水位 

避難勧告  ・△□川はん濫危険水位 

・○×川はん濫危険水位 

・土砂災害警戒情報 

避難指示（緊急）  ・△□川がはん濫危険水位を超えて、

はん濫するおそれがあるとき 

・大雨警報（土砂災害）の危険度分布

図で「極めて危険（濃い紫色）」が表示

されたとき 

事例①：○×市における複数ある避難勧告発令のタイミング 

：△□川浸水想定区域 ：○×川浸水予想区域 ：土砂災害警戒区域 
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◆避難勧告発令のタイミングの事例 
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避
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○×川 【都管理河川】 
（基準点：○×橋） 

都水防災情報総合ｼｽﾃﾑ 

△□川 【国管理河川】 
（基準点：△□橋） 

川の防災情報 

はん濫危険水位 

はん濫危険水位 

大雨警報の危険度分布 

避難勧告発令（○×川浸水予想区域内） 

避難勧告発令（土砂災害警戒区域） 

避難勧告発令(△□川浸水想定区域) 

避難勧告の発令（ｹｰｽ１） 

それぞれの基準に達した時点
で、その都度発令 

一般的な対応 

これまでの上流で降った雨を踏ま
えると近いうちにはん濫危険水位
に達する見込み 

これまでの累積雨量から、２時間
先に基準に達する見込み。近いう
ちに土砂災害警戒情報を発表 

○×市含む多摩北部では、この
先、○時までに、新たに 300 ㍉
降る見込み。 

関係機関にホットラインで確認
した事項等も踏まえ、総合的
に判断し、○×川がはん濫危
険水位に達した時点で全ての
避難勧告を発令 

避難勧告の発令（ｹｰｽ２） 

避難勧告発令（○×川浸水予想区域）(土砂災害 
警戒区域)(△□川浸水想定区域) 

 

○×川がはん濫危険
水位に達する見込み 

△□川を管理する河
川事務所へホットライン 

気象庁へ土砂災害に
関してホットライン 

気象庁へ今後の雨の
見通しをホットライン 

関係機関にホットラインで確認した事項等も踏まえ、総合的に判断 

その他の基準の動向を管
理者や気象庁にホットライン
で確認 

複数ある避難勧告の判断基
準のうち、１つ目が基準に達
する見込みの場合… 

【メリット】 
・住民の早期避難の促進 
・避難勧告発令の簡素化に
よる作業減 

大雨警報発表 
洪水警報発表 気象警報 

各気象に関する情報 これまで 200 ㍉ 
明日まで 24 時間で 300 ㍉ 

はん濫危険水位到達 

はん濫危険水位到達 

スネークライン 
2 時間先に紫に達する見込み 

土砂災害警戒情報発表 

避難準備・ 
高齢者等 
避難開始 

１つ目の基準 

都の HP で常に水位を確認 

国土交通省の HP で常に水位を確認 

○×市の土砂災害警戒 
メッシュ情報 

３ ４ 

Point！ 
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（○×区の地勢） 

 ○×区には、区内に△□川（国管理河川）が流れている。また、○×区からは離れ

ているが、北側に◇○川（国管理河川）が流れており、◇○川が氾濫した場合は、上

流からはん濫水が○×区に到達するおそれがある。また、○×区の大部分が浸水想定

区域内に位置しており、想定浸水深が深く、また浸水継続期間も２週間以上と想定さ

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（○×区の避難情報に関する主な基準） 

 ○×区の避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）などの避難情

報の基準については、○×区地域防災計画（風水害編）に基づき、以下のとおりとな

っている。 

【避難情報の主な発令基準】 

避難情報 気象情報 水位情報等 

避難準備・高齢者

等避難開始 

大雨警報 

洪水警報 

△□川避難判断水位 

◇○川避難判断水位 

避難勧告  △□川はん濫危険水位 

◇○川はん濫危険水位 

避難指示（緊急）  △□川、◇○川がはん濫危険水位を超

えて、はん濫するおそれがあるとき 

※上記のほか、○×区の地域特性等を踏まえ、安全な場所にお住いの親戚や知人宅へ

の縁故避難も○×区地域防災計画で推奨している。 

事例②：○×区における計画運休を踏まえた避難情報の発令 

○×市 

：△□川浸水想定区域 ：◇○川浸水想定区域 
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◆避難勧告発令のタイミングの事例 
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△□川 【国管理河川】 
（基準点：○×橋） 

川の防災情報 

◇○川 【国管理河川】 
（基準点：△□橋） 

川の防災情報 

はん濫危険水位 

△□川のはん濫危険水位の
到達までに時間がかかることが
想定されるため、△□川の累
積雨量や今後の雨の予定を
踏まえ、浸水想定区域を対象
に、避難勧告を発令 

避難情報の発令 

避難勧告発令（△□川浸水想定区域） 
         （◇○川浸水想定区域） 

鉄道各社から計画運
休を決定。これに伴い
自主避難を呼びかけ。
その後の早期避難への
対応を検討する必要
性 

△□川を管理する河
川事務所へホットライン 

気象庁へ今後の雨の
見通しをホットライン 

近隣自治体に、避難
情報発令等を確認 

関係機関にホットラインで確認した事項や計画運休開始のタイミング等も
踏まえ、総合的に判断 

その他の基準の動向を管
理者や気象庁にホットライン
で確認すとともに、近隣自
治体の動向を確認 

地域防災計画の基準にはな
いが、早期避難の促進に向
け、計画運休の決定時に自
主避難を呼びかけ 

【メリット】 
・住民の早期避難の促進 
 

大雨注意報 
洪水注意報 気象警報 

各気象に関する情報 
累積 500 ㍉ 
今後 24 時間でさらに 200 ㍉ 

はん濫危険水位到達 

避難判断水位到達 

・自主避難所の開設 
・安全な場所にある親戚・知人宅への避難の呼びかけ 

検討のトリガー 

国土交通省の HP で常に水位を確認 

国土交通省の HP で常に水位を確認 

鉄道各社の計画運休 
情報 

２ 3 

計画運休決定 計画運休 
の可能性 

大雨警報 
洪水警報 

４ 

はん濫危険水位 

避難判断水位 

避難判断水位 

はん濫危険水位到達 

避難判断水位到達 

計画運休開始 

自主避難の呼びかけ（全域） 

今の降雨が続いた場合、今夜遅
くにはん濫危険水位に達する可能
性あり 

△□川流域では、もうすぐ累積雨
量が 500 ㍉に達する。今後も
24 時間で 200 ㍉降る見込み。 

同じく気象庁等にﾎｯﾄﾗｲﾝの確認
等も踏まえ、本日午後には対象
区域に避難勧告を出す予定 

Point！ 
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（○×区の地勢） 

 島しょ地域の○×町には、島内の集落付近に土砂災害が発生した場合に、建築物の

損壊や、住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、土

砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土砂災害（特別）警戒区域が

点在しており、△□集落の山際にある△□地区が土砂災害（特別）警戒区域に指定さ

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（○×町の避難情報に関する主な基準） 

 ○×町の避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）などの避難情

報の基準については、○×町地域防災計画（風水害編）に基づき、以下のとおりとな

っている。 

【避難情報の主な発令基準】 

避難情報 気象情報 土砂災害情報 

避難準備・高齢者

等避難開始 
大雨警報（土砂災害）  

避難勧告  

土砂災害警戒情報 

（予想で基準を超過） 

（危険度分布でうす紫） 

避難指示（緊急）  

土砂災害警戒情報 

（実況で基準を超過） 

（危険度分布で濃い紫） 

○×市 

：土砂災害特別警戒区域 ：土砂災害警戒区域 

事例③：○×町における時間帯を踏まえた避難準備・高齢者等避難開始の発令 
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◆避難勧告発令のタイミングの事例 
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明日０時から３時頃の間に○×
町に大雨警報（土砂災害）を
発表する可能性が高い 

避難対象者が、明るい時間
帯に対応できるよう、早めに
「避難準備・高齢者等避難開
始」を発令 

避難情報の発令（ｹｰｽ２） 

避難準備・高齢者等避難開始 発令 
（土砂災害警戒区域（○×地区） 
 

気象庁へ今後の雨の
見通しをホットライン 

気象庁等の専門機関にホッ
トラインで確認 

要配慮者の避難開始等の
判断となる「避難準備・高齢
者等避難開始」の発令のタ
イミングに留意 

【メリット】 
・住民の早期避難の促進 

大雨注意報発表 

気象警報 

Point！ 

スネークライン 

トリガー 

○×町の土砂災害に関する
メッシュ情報 

３ ４ 

大雨警報発表 

避難準備・高齢者等 
避難開始 

避難 
勧告 
発令 

地域防災計画の基準に
基づき発令 

一般的な対応 

避難情報の発令（ｹｰｽ１） 

土砂災害警戒情報発表 

時間帯 昼間                       夜間 

「翌日未明までに
大雨警報に切り
替える可能性が
高い」 
との表示 

気象情報の確認 

気象庁 HP で情報を 
常に確認 

大雨警報（土砂災害）の発表予定 

気象庁へのホットラインで確認した事項等も踏まえ、明るい時間帯
に避難準備・高齢者等避難開始を発令することを決定 

土砂災害警戒情報は、人命を脅かす極めて危険な土砂災害が差
し迫った状況で発表する情報であることから、避難準備・高齢者等
避難開始の発令後も、大雨警報（土砂災害）の危険度分布を
常に確認するとともに、改めて気象庁のホットライン等を活用して、早
めの判断が必要 

２ 
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３-4．風水害に対応した避難先の確保                                          

・ 激甚化が懸念される台風・豪雨等を踏まえ、大規模風水害からの逃げ遅れゼロの

実現に向け、命を守る多様な避難の手段を確保することが重要である。 

・ 特に、避難情報等の発令に際し、混乱することなく避難所を受け入れるために

は、避難先を予めできる限り確保しておくことが有効となる。 

・ 台風第 19号では、想定以上の避難者が発生し、一部避難場所では受入れができな

いなどの事態が発生した。 

・ 今後は、大規模風水害時における避難先の確保を都と区市町村が連携して進める

とともに、避難情報の発令をきめ細かにすることで避難対象者を軽減することや、

一部の避難場所に集中しないよう、自治体内の全避難場所を有効に活用するなど、

避難に係る様々な取組を総合的に進める必要がある。 

（1）避難先の確保 

（都有施設などの活用） 

・ 避難先の更なる確保に向け、都立一時滞在施設を含む各都有施設の指定緊急避難

場所としての活用に向けた検討を実施し、区市町村の意向や都有施設の課題を整理

し、順次協定を締結する。 

・ また、新たな避難先としてホテル、旅館等の民間施設の確保についても検討する 

（広域避難） 

・ 平成 30年に国と都が共同で設置した「首都圏における大規模水害広域避難検討会

（以下「広域避難検討会」）」において、広域避難場所の確保とそこに至る避難手段

の確保に向けた検討を進めてきたが、台風第 19号を受け、都と関係区市で構成する

「台風第 19号避難対応検証 WG」を設置し、顕在化した課題を体系的に分類整理

し、取り組むべき対応の方向性を整理し、この結果を「広域避難検討会」にフィー

ドバックした。 

・ 今後も、令和元年台風第 19号での経験や顕在化した課題を踏まえ、引き続き、広

域避難対策の検討を行う。 

（住民への周知） 

・ 台風等の風水害時には、区市町村からの避難情報等を確認の上、避難すること。 

・ 特に、高齢者等避難に時間がかかる方、又はこのような方と一緒に避難する方

は、自らの避難行動について、早めに検討が必要であること。 

・ 自宅の場所のハザードマップを確認し、浸水又は土砂災害の危険のおそれがない

場所に居住している方は、ご自宅に留まり安全を確保することも可能であること。 

・ ハザードエリア内に居住している方は、区市町村からの避難情報等に基づき、避

難所などの安全な場所に避難をすること。 

・ 豪雨等により、屋外避難が危険な場合は、自宅の少しでも安全な部屋に移動した

り、すぐ近くに十分堅牢なマンションの上層階等の安全な場所があればそこに移動

するなど、命を守るための最善の行動をとること。  
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（2）きめ細かな避難情報の発令に向けた取組 

・ 区市町村がより精緻なエリアに避難情報を発令し、対象避難者を必要な範囲でで

きる限り軽減できるよう、町丁・字単位で洪水・高潮・土砂災害のリスク等を整理

したデータベースを作成した。今後は、本データベースの効果的な活用方法を検討

する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

避難対象エリアが広いため、 
避難対象者が多い 

避難対象エリアを精緻にするこ
とで、避難対象者を軽減 

【町丁目データベースの各項目（抜粋）】 

【避難対象エリアの精緻化に伴う避難対象者軽減のイメージ】 
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（3）避難場所の分散に向けた取組イメージ 

・ 台風第 19 号では、これまでの風

水害と比べ、多くの住民が避難し

た。このため、地域によっては、一

部の避難場所に住民が集中し、受入

れが困難となる事態も発生した。 

・ 地震時の避難と違い、風水害時

の避難場所については、地域によ

って特定されないことが多いた

め、浸水が予想される地域の近く

の避難場所に住民が集中したこと

が想定される。 

・ 自治体の地域内の全ての河川の

水位が上昇、土砂災害警戒情報の発表が同時に発生するなど、地域内のリスクにお

住まいの住民全てが避難勧告対象となった場合、リスクの近い避難場所への避難が

集中するおそれがある。 

・ 大規模風水害時には、自治体内の全ての避難場所を有効に活用するため、地域ご

とに避難先をあらかじめ指定することなどにより、一部避難場所への集中を緩和す

ることも有効と考えられる。 

 

  

浸水リスクの近い避難場所に集中するイメージ 

浸水リスクのある避難対象者を自治体内の全ての避難場所に割り当てるイメージ 
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（4）住民の自主的な避難を促す普及啓発の取組 

・ 区市町村においては、水害時に避難情報の発令等の適切な対応をするとともに、

いざという時に住民一人ひとりが防災行動をとることができるよう、平素より普及

啓発を進めていく必要がある。 

・ そのために活用できる都が作成したツールを以下に示す。 

 

（東京マイ・タイムライン） 

・ 風水害からの避難に必要な知識を習得しながら、家族で話  

し合って、マイ・タイムラインシートを作成することによ  

り、適切な避難行動を事前に整理できるもの 

・ 都内全ての小中学校・高等学校を通じて、子供たちに配布  

するとともに、区市町村にも配布 

・ また、スマートフォン等で作成できるデジタル版も東京都 

防災ホームページから作成可能 

・ さらに、お住まいの地域に応じて、一人でもマイ・タイム 

ラインを作成できる支援動画も「東京動画」等で公開 

URL: https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/mytimeline/1008172/index.html 

（水害リスクマップ） 

・ 河川や高潮の浸水想定区域、土砂災害警戒区域   

など、都内で起こりうる全ての水害リスクが手軽 

に確認できる「水害リスクマップ」の機能を「東  

京都防災アプリ」に搭載 

・ ＧＰＳと連動しており、外出先でもリスクを確 

認することが可能 

・ 河川や高潮の浸水想定には、その浸水の深さ 

が、戸建てやマンションといった建物や人と比較 

して、どの程度か視覚的に分かりやすく明示 

（TOKYO VIRTUAL HAZARD -風水害- ） 

・ 台風の接近など、いざという時に適切に避難を

行うためには、日頃から風水害を我が事として捉

えておくことが重要 

・ このため、東京マイ・タイムラインと連動し、

河川の氾濫、高潮、土砂災害を疑似体験できるＶ

Ｒ動画を制作 

・ 具体的には、迫りくる危機に対し、どのような

行動をとるべきか、対処法を学ぶことができる内

容 

・ ＶＲ動画は、「東京動画」等から視聴可能 

URL: https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1000217/1008164.html  

東京マイ・タイムライン 

水害リスクマップ 
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3-5．地域別で考慮すべき事項                                            

・ 東京都の地勢は、東西に長くひらけており、山間部、丘陵地、武蔵野台地、東部低

地帯などで構成されている。また、島しょ地域は太平洋上に南北に長く伊豆諸島、小

笠原諸島が点在するなど、各地域特性に応じた災害も起こりうることから、地域ごと

に考慮すべき事項が異なる。 

・ ここでは、各地域において考慮すべき事項についてとりまとめる。なお、地域によ

っては、１つの災害ではなく、複数の災害が同じタイミングで発生するおそれがある

地域もあり、全てのリスクを視野に入れた避難情報の発令などの対応が求められる。 

 

（1）東部低地帯・沿岸部 

・ 東部低地帯・沿岸部では、河川のみならず、高潮の影響に伴う注意が必要とな

る。特に、豪雨のピークに台風の接近が重なる場合は、大きな高潮が発生し、上流

部から河川の洪水を流しきれず、沿岸部のみならず、上流部にも大きな影響を及ぼ

すおそれがある。 
 

（2）武蔵野台地部 

・ 中小河川については、急激に水位上昇する傾向がある一方で、大河川と比べると

比較的浸水深が深くないこと、水位の低下も早いことから、住宅によっては、水平

避難ではなく、垂直避難等の在宅避難も有効な選択肢となるケースがある。 

・ 河川の付近には、かつて洪水の浸食により形成されたがけ地も点在することか

ら、地域によっては、土砂災害のリスクについても考慮する必要がある。 

・ 暗きょとなった河川は周りと比べて低いところにあることから、周囲から水を集

めて顕著な内水氾濫が発生するおそれもある。 
 

（3）丘陵地・山間部 

・ 多摩地域を中心に、土砂災害警戒区域が多く存在している。地域の殆どが土砂災

害警戒区域になっているところもあること、土砂災害の事前避難のタイミングを図

ることは難しいことから、早めの避難を呼びかける必要がある。 

・ 避難場所への経路が中小河川の浸水予想区域内になっていることもあるため、双

方のリスクを踏まえたタイミングで避難を呼びかける必要がある。 

・ 山間部は特に、道路沿いに集落が点在しており、避難経路上に土砂災害警戒区域

等が連帯している傾向にあるため、早めの避難を検討する必要がある。 
 

（4）島しょ地域 

・ 平成 25年に甚大な被害が発生した伊豆大島をはじめ、地形的要因により、各島に

おいて土砂災害警戒区域が点在している。 

・ 東京の島しょ地域は太平洋上に位置しており、台風等の接近の際に暴風や波浪の

影響も受けやすいことから、これらを踏まえた避難を呼びかける必要がある。 
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４．今後の展開                                            

・ 近年、毎年のように、台風や集中豪雨によって日本各地で甚大な被害が発生して

いる。今後、地球温暖化に伴う気候変動により、豪雨の激甚化、頻発化が懸念され

ており、こうした大規模な風水害が東京でいつ発生してもおかしくない。 

・ 本ガイドラインでは、命を守ることを最優先に避難情報の発令等に関する事項を

中心にとりまとめたが、その他、避難場所の運営など、避難対策の充実を図るた

め、今後同時並行で様々な検討を進める必要がある。 

・ また、新型コロナウイルス感染状況も踏まえ、ホテル、旅館等の活用等の避難先

の拡大や避難先における感染拡大防止策の徹底も必要となる。 

・ 令和元年の台風の経験や区市町村アンケート結果、現下の状況等を踏まえ、今後検

討すべき避難対策は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 今後も引き続き、上記の課題も含め、国や区市町村等と連携を図りながら、避難対

策の実効性の確保に向け全力で取り組んでいく。 

  

【今後検討すべき主な避難対策】 

・ 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた避難対策（参考資料参照） 

・ ペットの同行避難 

・ 避難者の食料持参の呼びかけ 

・ 要配慮者の避難の実効性の確保 

・ 暴風への対応 など 
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 【参考】                                                  

参考①：区市町村タイムライン作成手順書                                                   

・ 都内で大規模な風水害等が発生した際、都民が適切な避難行動を行うためには、区

市町村の適切な判断や情報発信が重要 

・ そのための有効なツールとなるタイムラインの普及拡大を目的として、「東京都区

市町村タイムライン作成手順書」及び「東京都区市町村タイムラインひな形」を区市

町村向けに令和元年５月作成 

・ 本手順書は、各区市町村のタイムラインの策定状況に応じて活用できるよう構成 

・ 本内容は、今後の運用結果や防災情報に係る技術的改善などにより、適宜見直し 

 

（本手順書掲載ＵＲＬ） 

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1000217/1006454.html 
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参考②：避難所における新型コロナウイルス感染症対応に関する留意事項について         
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